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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な受信装置及び前
記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を送受信可能な通
信装置から情報を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した情報を用いて、前記受信装置の統計情報を生成する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記統計情報に基づいて、前記第１の通信サービスで提供されるデータ
を前記第１の周波数帯と異なる第２の周波数帯で前記通信装置から前記受信装置に送信さ
せるための表示情報を生成する、サーバ装置。
【請求項２】
　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な受信装置及び前
記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を送受信可能な通
信装置から情報を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した情報を用いて、前記受信装置の統計情報を生成する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記統計情報に基づいて、前記第１の周波数帯でのデータの受信優先度
を前記第１の通信サービスの提供者に決定させるための表示情報を生成する、サーバ装置
。
【請求項３】
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　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な受信装置及び前
記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を送受信可能な通
信装置から情報を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した情報を用いて、前記受信装置の統計情報を生成する制御部と、
を備え、
　前記取得部は、前記第１の通信サービスで提供されるデータを優先して前記受信装置に
受信させるための情報を前記第１の通信サービスの提供者から取得する、サーバ装置。
【請求項４】
　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な受信装置及び前
記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を送受信可能な通
信装置から情報を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した情報を用いて、前記受信装置の統計情報を生成する制御部と、
を備え、
　前記取得部は、前記第２の通信サービスを使用して前記第１の周波数帯でデータを受信
するための情報を前記第２の通信サービスの利用者から取得する、サーバ装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記統計情報に基づいて、前記通信装置が使用可能な周波数帯及び出力
強度の情報を前記通信装置へ提供する、請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載のサー
バ装置。
【請求項６】
　前記取得部は、前記通信装置へ提供した情報に基づいて前記通信装置で指定された周波
数帯及び該周波数帯の出力強度の情報を前記通信装置から取得する、請求項５に記載のサ
ーバ装置。
【請求項７】
　前記取得部は、前記受信装置及び前記通信装置から少なくとも位置情報を取得する、請
求項１乃至請求項６の何れか１項に記載のサーバ装置。
【請求項８】
　前記取得部は、前記受信装置から、前記第１の通信サービスで提供されるデータが正常
に受信できているか否かの情報を取得する、請求項１乃至請求項７の何れか１項に記載の
サーバ装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記受信装置及び前記通信装置の位置、前記第１の通信サービスの提供
範囲及び前記通信装置の与干渉領域を表示させるための情報を生成する、請求項１乃至請
求項８の何れか１項に記載のサーバ装置。
【請求項１０】
　前記統計情報は、前記通信装置の与干渉領域内にある前記受信装置の統計情報である、
請求項１乃至請求項９の何れか１項に記載のサーバ装置。
【請求項１１】
　サーバ装置が、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な
受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を
送受信可能な通信装置から情報を取得することと、
　前記サーバ装置が、取得した情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記受
信装置の統計情報を生成することと、
を含み、
　前記生成することでは、前記サーバ装置が、前記統計情報に基づいて、前記第１の通信
サービスで提供されるデータを前記第１の周波数帯と異なる第２の周波数帯で前記通信装
置から前記受信装置に送信させるための表示情報を生成する、方法。
【請求項１２】
　サーバ装置が、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な
受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を
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送受信可能な通信装置から情報を取得することと、
　前記サーバ装置が、取得した情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記受
信装置の統計情報を生成することと、
を含み、
　前記生成することでは、前記サーバ装置が、前記統計情報に基づいて、前記第１の周波
数帯でのデータの受信優先度を前記第１の通信サービスの提供者に決定させるための表示
情報を生成する、方法。
【請求項１３】
　サーバ装置が、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な
受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を
送受信可能な通信装置から情報を取得することと、
　前記サーバ装置が、取得した情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記受
信装置の統計情報を生成することと、
を含み、
　前記取得することでは、前記サーバ装置が、前記第１の通信サービスで提供されるデー
タを優先して前記受信装置に受信させるための情報を前記第１の通信サービスの提供者か
ら取得する、方法。
【請求項１４】
　サーバ装置が、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な
受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を
送受信可能な通信装置から情報を取得することと、
　前記サーバ装置が、取得した情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記受
信装置の統計情報を生成することと、
を含み、
　前記取得することでは、前記サーバ装置が、前記第２の通信サービスを使用して前記第
１の周波数帯でデータを受信するための情報を前記第２の通信サービスの利用者から取得
する、方法。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　前記コンピュータが、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信
可能な受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線
信号を送受信可能な通信装置から情報を取得することと、
　前記コンピュータが、取得した情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記
受信装置の統計情報を生成することと、
を実行させる、コンピュータプログラムであって、
　前記生成することでは、前記コンピュータが、前記統計情報に基づいて、前記第１の通
信サービスで提供されるデータを前記第１の周波数帯と異なる第２の周波数帯で前記通信
装置から前記受信装置に送信させるための表示情報を生成する、コンピュータプログラム
。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　前記コンピュータが、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信
可能な受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線
信号を送受信可能な通信装置から情報を取得することと、
　前記コンピュータが、取得した情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記
受信装置の統計情報を生成することと、
を実行させる、コンピュータプログラムであって、
　前記生成することでは、前記コンピュータが、前記統計情報に基づいて、前記第１の周
波数帯でのデータの受信優先度を前記第１の通信サービスの提供者に決定させるための表
示情報を生成する、コンピュータプログラム。
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【請求項１７】
　コンピュータに、
　前記コンピュータが、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信
可能な受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線
信号を送受信可能な通信装置から情報を取得することと、
　前記コンピュータが、取得した情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記
受信装置の統計情報を生成することと、
を実行させる、コンピュータプログラムであって、
　前記取得することでは、前記コンピュータが、前記第１の通信サービスで提供されるデ
ータを優先して前記受信装置に受信させるための情報を前記第１の通信サービスの提供者
から取得する、コンピュータプログラム。
【請求項１８】
　コンピュータに、
　前記コンピュータが、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信
可能な受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線
信号を送受信可能な通信装置から情報を取得することと、
　前記コンピュータが、取得した情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記
受信装置の統計情報を生成することと、
を実行させる、コンピュータプログラムであって、
　前記取得することでは、前記コンピュータが、前記第２の通信サービスを使用して前記
第１の周波数帯でデータを受信するための情報を前記第２の通信サービスの利用者から取
得する、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、サーバ装置、通信装置、方法及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の無線通信環境は、データトラフィックの急増を原因として、周波数リソースの枯
渇化という問題に直面している。そこで、特定の事業者に利用許可が与えられた、一次利
用される周波数帯（スペクトラム）の利用状況に応じて、その周波数帯を二次的な通信サ
ービスに利用できるようにするための議論が進められている。例えば、米国のデジタルＴ
Ｖ放送の周波数帯に含まれる未使用のチャネル（ＴＶホワイトスペース）を無線通信に開
放するための標準規格がＩＥＥＥ８０２．２２ワーキンググループにおいて提案されてい
る（下記非特許文献１参照）。また、ＴＶホワイトスペースを通じたデータ伝送に関する
技術の実用化も検討されている（下記非特許文献２参照）。
【０００３】
　そして、ＴＶホワイトスペースを通じたデータ伝送についての技術も提案されている。
例えば下記特許文献１には、ホワイトスペースの中から使おうとする周波数チャンネルの
情報をスペクトルセンシングにて取得する手続に関する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１２－５０９６０８号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】「IEEE802.22　WG　on　WRANs」、［online］、［２０１５年５月１日
検索］、インターネット＜URL：http://www.ieee802.org/22/＞
【非特許文献２】「Implementing TV White Spaces」、［２０１５年５月１日検索］、イ
ンターネット＜URL：http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/white-space-co
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existence/statement＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一次利用される周波数帯を利用した二次的な通信サービスによるデータ伝送が普及する
と、二次的な通信サービスによるデータ伝送によって、一次利用される周波数帯を使用し
たサービスを利用するユーザに影響が出る可能性が高くなる。ユーザによっては、一次利
用される周波数帯を使用したサービスに影響が出ても構わないと考えるユーザもいれば、
影響が出ては困ると考えるユーザもいることが想定される。従って、信号の衝突を許容し
つつ干渉が生じた際に別のサービスに迂回させるような仕組みが有効であると考えられる
。
【０００７】
　そこで本開示では、周波数帯の二次利用に際して、信号の衝突を許容しつつ干渉が生じ
た際に別のサービスに効率的に迂回させることが可能な、新規かつ改良されたサーバ装置
、通信装置、方法及びコンピュータプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示によれば、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能
な受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号
を送受信可能な通信装置から情報を取得する取得部と、前記取得部が取得した情報を用い
て、前記受信装置の統計情報を生成する制御部と、を備える、サーバ装置が提供される。
【０００９】
　また本開示によれば、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯を二次利用す
る第２の通信サービスのための無線信号を送受信させる制御部と、使用可能な周波数帯及
び出力強度の情報をサーバ装置から取得する取得部と、を備え、前記制御部は、前記取得
部が取得した情報に基づいて決定した、使用する周波数帯及び該周波数帯の出力強度の情
報を前記サーバ装置へ登録する、通信装置が提供される。
【００１０】
　また本開示によれば、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信
可能な受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線
信号を送受信可能な通信装置から情報を取得することと、取得された情報を用いて、前記
通信装置の与干渉領域内にある前記受信装置の統計情報を生成することと、を含む、方法
が提供される。
【００１１】
　また本開示によれば、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯を二次利用す
る第２の通信サービスのための無線信号を送受信させることと、使用可能な周波数帯及び
出力強度の情報をサーバ装置から取得することと、取得された情報に基づいて決定した、
使用する周波数帯及び該周波数帯の出力強度の情報を前記サーバ装置へ登録することと、
を含む、方法が提供される。
【００１２】
　また本開示によれば、コンピュータに、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波
数帯の電波を受信可能な受信装置及び前記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サー
ビスのための無線信号を送受信可能な通信装置から情報を取得することと、取得された情
報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記受信装置の統計情報を生成すること
と、を実行させる、コンピュータプログラムが提供される。
【００１３】
　また本開示によれば、コンピュータに、第１の通信サービスに割当てられた第１の周波
数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を送受信させることと、使用可
能な周波数帯及び出力強度の情報をサーバ装置から取得することと、取得された情報に基
づいて決定した、使用する周波数帯及び該周波数帯の出力強度の情報を前記サーバ装置へ
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登録することと、を実行させる、コンピュータプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本開示によれば、周波数帯の二次利用に際して、信号の衝突を許容
しつつ干渉が生じた際に別のサービスに迂回させることが可能な、新規かつ改良されたサ
ーバ装置、通信装置、方法及びコンピュータプログラムを提供することができる。
【００１５】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ＤＴＶの周波数帯域を無線通信にも使用する際のシステムの例を示す説明図であ
る。
【図２】放送局が使用する周波数帯と、複数の周波数帯を束ねて無線通信を行うＷＳＤが
使用する周波数帯との例を示す説明図である。
【図３】ＷＳＤによる周波数帯ｆ２でのコンテンツの送信と、周波数帯ｆ１とｆ３とを束
ねた無線通信と、の例を示す説明図である。
【図４】電波塔１０が、周波数帯ｆ１でデジタルＴＶ放送を行っている場合の例である。
【図５】本開示の実施の形態に係る通信システムの構成例を示す説明図である。
【図６】本開示の実施の形態に係る通信システムの構成例を示す説明図である。
【図７】ＷＳＤによる放送コンテンツの再送信の変形例について示す説明図である。
【図８】本開示の一実施形態に係るＷＳＤ１００の機能構成例を示すブロック図である。
【図９】本開示の一実施形態に係るＤＴＶ受信機２００の機能構成例を示すブロック図で
ある。
【図１０】本開示の一実施形態に係る管理サーバ３００の機能構成例を示すブロック図で
ある。
【図１１】管理サーバ３００が管理する情報の例を示す説明図である。
【図１２】管理サーバ３００が管理する情報の例を示す説明図である。
【図１３】管理サーバ３００が管理する情報の例を示す説明図である。
【図１４】管理サーバ３００が生成する視覚的な情報の例である。
【図１５】管理サーバ３００が管理する情報の例を示す説明図である。
【図１６】管理サーバ３００が生成するユーザインタフェースの例を示す説明図である。
【図１７】管理サーバ３００が生成するユーザインタフェースの例を示す説明図である。
【図１８】管理サーバ３００が生成するユーザインタフェースの例を示す説明図である。
【図１９】本開示の実施の形態に係る通信システムの動作例を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１８】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の一実施形態
　　１．１．背景
　　１．２．構成例
　　１．３．動作例
　２．まとめ
【００１９】
　＜１．本開示の一実施形態＞
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　［１．１．背景］
　本開示の実施の形態について詳細に説明する前に、本開示の実施の形態の背景について
説明する。
【００２０】
　上述したように、近年の無線通信環境は、データトラフィックの急増を原因として、周
波数リソースの枯渇化という問題に直面している。そこで、特定の事業者に利用許可が与
えられた、一次利用される周波数帯（スペクトラム）の利用状況に応じて、その周波数帯
を二次的な通信サービスに利用できるようにするための議論が進められている。例えば、
米国のデジタルＴＶ放送の周波数帯に含まれる未使用のチャネル（ＴＶホワイトスペース
）を無線通信に開放するための標準規格がＩＥＥＥ８０２．２２ワーキンググループにお
いて提案されている。
【００２１】
　以下の説明では、特定の事業者に利用許可が与えられた周波数帯を利用するサービスが
デジタルＴＶ放送（ＤＴＶ）である場合を説明する。なお特定の事業者に利用許可が与え
られた周波数帯を利用するサービスは、デジタルテレビ放送の他に、ワイヤレスマイク、
レーダ（軍用、艦載、気象等）、固定衛星サービス、テレメトリ、地球探査衛星等が含ま
れうる。
【００２２】
　図１は、ＤＴＶの周波数帯域を無線通信にも使用する際のシステムの例を示す説明図で
ある。図１は、電波塔１０が、周波数帯ｆ１、ｆ４、ｆ５でデジタルＴＶ放送を行ってい
る場合の例である。
【００２３】
　図１には、周波数帯ｆ１の放送を受信するＤＴＶ受信機２００ａと、周波数帯ｆ４の放
送を受信するＤＴＶ受信機２００ｂとが、ＤＴＶのサービスエリア１１の内側に位置して
いる様子が示されている。また図１には、周波数帯ｆ１を使用して無線通信を行うＷＳＤ
（Ｗｈｉｔｅ　Ｓｐａｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）１００ａがＤＴＶのサービスエリア１１の
外側に位置し、電波塔１０からのＤＴＶ放送で使用されていない周波数帯である周波数帯
ｆ２を使用して無線通信を行うＷＳＤ１００ｂがＤＴＶのサービスエリア１１の内側に位
置している様子も示されている。符号１０１ａは、ＷＳＤ１００ａの通信可能エリアを示
しており、符号１０１ｂは、ＷＳＤ１００ｂの通信可能エリアを示している。
【００２４】
　ＤＴＶのサービスエリア１１（ｄＢＳ）は、電波塔１０からの距離が例えば数十ｋｍ程
度の範囲であり、ＷＳＤ１００ａの通信可能エリア１０１ａ（ｄｗ）は、ＷＳＤ１００ａ
からの距離が例えば１００ｍ程度の範囲である。もちろんＤＴＶのサービスエリア１１や
ＷＳＤ１００ａの通信可能エリア１０１ａの範囲は係る例に限定されるものではない。
【００２５】
　テレビジョン放送のために活用されていないＴＶホワイトスペースを二次的に利用する
装置であるＷＳＤ１００ａは、ＤＴＶのサービスエリア１１の外に位置し、かつ、ＤＴＶ
のサービスエリア１１の内に位置して周波数帯ｆ１の放送を受信するＤＴＶ受信機２００
ａへの干渉電力Ｉ１が十分小さくなるような送信電力であれば、ＤＴＶの周波数帯ｆ１を
用いて通信を行っても、ＤＴＶのサービスエリア１１の内に位置して周波数帯ｆ１の放送
を受信するＤＴＶ受信機２００ａに影響を与えることは無い。
【００２６】
　また、ＤＴＶのサービスエリア１１の内に位置していても、デジタルＴＶ放送で使用さ
れていない周波数帯ｆ２を使用して無線通信を行うＷＳＤ１００ｂは、ＤＴＶ受信機２０
０ａへの干渉電力Ｉ２が十分小さくなるような送信電力で無線通信を行えば、周波数帯ｆ

１の放送を受信するＤＴＶ受信機２００ａに影響を与えることは無い。
【００２７】
　また、ＤＴＶのサービスエリア１１の境界付近、ビル陰、山陰などのようなＤＴＶの受
信レベルが弱い難視聴エリアでは、放送局がリピータ送信局を設置して、受信レベルの補
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強をしている。しかしながら、放送局はその経営資源の費用対効果を考慮し、すべての難
視聴エリアを救うようにリピータ送信局を設置するとは限らない。従って、ある程度ＤＴ
Ｖ受信画質が悪くても、また弱電界であっても、ＤＴＶ受信機で表示する画像が視聴者に
とって不満の無いレベルであれば、放送局はリピータ送信局を配置しない。
【００２８】
　従来、ＷＳＤの送信電力を適切に制御するために、ＤＴＶのサービスエリア、ＤＴＶ受
信機、及び許容干渉レベルなどの情報を提供する地理位置データベース（ＧＬＤＢ：Ｇｅ
ｏ－Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａｂａｓｅ）を配備することが提案されている。通常、周
波数帯域の利用許可は国（又は地域）ごとに与えられるため、ＧＬＤＢもまた国（又は地
域）ごとに配備されうる。
【００２９】
　しかし、ＧＬＤＢの計算は万全では無い。なぜなら、伝搬損失は地形や障害物の配置に
よって異なるからである。従って、ＧＬＤＢは厳密な計算を行うことが出来ず、ＤＴＶ受
信機によるＤＴＶの受信の保護は、ＧＬＤＢを設けるだけでは十分ではない。そのため、
上記のような弱電界エリアではマージンが無くなり、ＤＴＶ受信機に所定の干渉波が到達
して許容レベル（許容信号対干渉波比）を超えると、ＤＴＶ受信機で表示する画像が乱れ
ることとなる。
【００３０】
　また、ＷＳＤに複数の周波数帯を束ねて無線通信を行わせたい場合に、電波塔１０が使
用する周波数帯によっては、複数の周波数帯を束ねることができないケースがある。図２
は、電波塔１０が使用する周波数帯と、複数の周波数帯を束ねて無線通信を行うＷＳＤが
使用する周波数帯との例を示す説明図である。図２に示したように、電波塔１０が、周波
数帯ｆ１、ｆ４、ｆ５でＤＴＶ放送を行っていると、ＷＳＤは複数の周波数帯を束ねるこ
とができない。
【００３１】
　このような場合では、例えば、ＷＳＤは電波塔１０から周波数帯ｆ１で放送されるコン
テンツを、空いている周波数帯ｆ２を使用して送信し、周波数帯ｆ１とｆ３とを束ねて無
線通信を行う。図３は、ＷＳＤによる周波数帯ｆ２でのコンテンツの送信と、周波数帯ｆ

１とｆ３とを束ねた無線通信と、の例を示す説明図である。ＷＳＤが図３に示したように
周波数帯を利用することが出来れば、周波数帯の効果的な利用が可能になる。
【００３２】
　図４は、電波塔１０が、周波数帯ｆ１でデジタルＴＶ放送を行っている場合の例である
。図４には、周波数帯ｆ１の放送を受信するＤＴＶ受信機２００ａと、周波数帯ｆ４の放
送を受信するＤＴＶ受信機２００ｂとが、ＤＴＶのサービスエリア１１の内側に位置して
いる様子が示されている。また図４には、周波数帯ｆ１を使用して無線通信を行うＷＳＤ
１００ａがＤＴＶのサービスエリア１１の外側に位置している様子も示されている。符号
１０１ａは、ＷＳＤ１００ａの通信可能エリアを示しており、符号１０２ａは、ＷＳＤ１
００ａの無線通信により干渉を与える可能性のあるエリアを示している。
【００３３】
　図４のように、ＤＴＶのサービスエリア１１の境界付近のような弱電界エリアの比較的
近く（例えばサービスエリア１１の境界から数ｋｍ離れた場所）でＷＳＤ１００ａが無線
通信を行うと、干渉波によって、ある確率でＤＴＶ受信機２００ａのＳ／Ｉ（許容信号対
干渉波比）が許容レベルを超える問題がある。すなわち、厳密に、すべてのＤＴＶ受信機
を救えるようにＷＳＤの送信電力を決めることは現実的ではない。もしそのような送信電
力を決めようとすると数１０ｄＢ程度のマージンが必要となり、またチャンネル（周波数
帯）にも限りがあるために、現実的な運用ができなくなるからである。
【００３４】
　そのため、図４のような事態をある程度の確率で発生することを許容するのが一般的に
認知されつつある。図４のような事態を許容することで、空きチャンネル（周波数帯）が
少なくても、マージンをあまり多くとらずに使用可能なＴＶホワイトスペースチャンネル
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を確保することができて、ＴＶホワイトスペースを使用した通信の市場規模を確保できる
ようになる。
【００３５】
　またＤＴＶ受信機で受信した画像の乱れは一定の確率で起こるが、定常的に画像の乱れ
が発生することは稀であり、視聴者も瞬時のことであれば画像の乱れを許容することが多
いと考えられる。従って、ＷＳＤによる干渉とＤＴＶ受信機での画像の乱れの双方につい
て現実的な確率を設定してＷＳＤの送信電力を決めることが望ましい。
【００３６】
　しかし、画像の乱れが無い画像の番組を視聴したいと考える視聴者もいることは当然考
えられる。そのような視聴者のためにはリピータ送信局のような代替となる放送局が必要
となる。特に、特定の地域では山陰やビル陰になってＤＴＶの信号強度が予想よりも弱い
場合があり、全ての地域で一律に同じ計算方法で送信電力を計算するとＤＴＶ受信機で受
信した画像が乱れることが多かったり、またはＷＳＤの送信可能電力が著しく小さくなっ
て現実的に運用できない事態となってしまったりする場所も発生しうる。
【００３７】
　そこで本件開示者は、上述した背景に鑑み、一次利用される周波数帯を使用したサービ
スが、その周波数帯を二次的な通信に使用した際に、干渉によって一時的に影響が出ても
構わないユーザと、一時的であっても影響が出ては困るユーザとの双方に対して適切なサ
ービスの提供を行える技術について鋭意検討を行った。その結果、本件開示者は、一次利
用される周波数帯を使用したサービスの提供側と利用側との双方から情報を得て、上記双
方のユーザに対して適切なサービスの提供を行える技術を考案するに至った。
【００３８】
　以上、本開示の実施の形態の背景について説明した。
【００３９】
　［１．２．構成例］
　まず、図４のようにＷＳＤ１００ａ及びＤＴＶ受信機２００ａが配置されている場合に
ＤＴＶ受信機２００ａによる周波数帯ｆ１の放送の受信時の干渉を解決するためのシステ
ム構成例を示す。
【００４０】
　図５は、本開示の実施の形態に係る通信システムの構成例を示す説明図である。ＤＴＶ
のサービスエリア１１の外側に位置しているＷＳＤ１００ａが周波数帯ｆ１を用いて無線
通信を行うことで干渉波が生じて、ＤＴＶ受信機２００ａでの周波数帯ｆ１を用いたＤＴ
Ｖ放送の受信に影響が出る場合を考える。ＤＴＶ受信機２００ａの視聴者が、ＤＴＶ放送
の受信に影響が出ては困ると考えた場合、ＤＴＶ受信機２００ａは何らかの方法でＤＴＶ
放送のコンテンツを受信する必要がある。
【００４１】
　そこでこの場合では、ＷＳＤ１００ｂが、空いている周波数帯ｆ２を用いて、周波数帯
ｆ１を用いたＤＴＶ放送のコンテンツを再送信する。ＤＴＶ受信機２００ａは、ＷＳＤ１
００ｂから周波数帯ｆ２を用いて送信されるコンテンツを受信することで、ＷＳＤ１００
ａが周波数帯ｆ１を用いて無線通信を行っても、画像の乱れが無いコンテンツの表示が可
能になる。
【００４２】
　なお、ＷＳＤ１００ｂは、周波数帯ｆ１、ｆ２とは異なる周波数帯ｆ３でＴＶホワイト
スペースサービス、すなわち周波数帯ｆ３での無線通信を行っても良い。また周波数帯ｆ

２を用いて、周波数帯ｆ１を用いたＤＴＶ放送のコンテンツを再送信していれば、ＷＳＤ
１００ｂは、周波数帯ｆ１でＴＶホワイトスペースサービス、すなわち周波数帯ｆ１での
無線通信を行っても良い。
【００４３】
　ここで、ＷＳＤ１００ｂは、周波数帯ｆ１でＴＶホワイトスペースサービス、すなわち
周波数帯ｆ１での無線通信を行う場合、ＤＴＶ受信機２００ａは、予めどの周波数帯でＤ
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ＴＶ放送のコンテンツを受信すれば良いかを知っておく必要がある。
【００４４】
　図６は、本開示の実施の形態に係る通信システムの構成例を示す説明図である。ＤＴＶ
のサービスエリア１１の内側に位置しているＷＳＤ１００ｂが周波数帯ｆ１を用いて無線
通信を行うことで干渉波が生じて、ＤＴＶ受信機２００ａでの周波数帯ｆ１を用いたＤＴ
Ｖ放送の受信に影響が出る場合を考える。図６には、ＷＳＤ１００ｂから周波数帯ｆ１を
用いて送信される電波を受信して、ＷＳＤ１００ｂとの間で無線通信を行うＷＳＤ１００
ｃが示されている。
【００４５】
　また図６には、管理サーバ３００が示されている。管理サーバ３００は、電波塔１０か
ら放送されるコンテンツに関する情報や、ＷＳＤやＤＴＶ受信機の情報を管理する。管理
サーバ３００が管理する情報については後に詳述するが、管理サーバ３００は、ＷＳＤや
ＤＴＶ受信機の設置場所に関する情報、ＤＴＶ受信機による視聴状況、ＷＳＤの通信能力
に関する情報などを管理する。
【００４６】
　ＷＳＤ１００ｂは、電波塔１０から放送される周波数帯ｆ１を用いたＤＴＶ放送のコン
テンツを、電波塔１０から直接受信しても良く、ＤＴＶのサービスエリア１１の内側に位
置している別のＷＳＤ１００ａから受信しても良い。そしてＷＳＤ１００ｂは、周波数帯
ｆ１を用いて電波塔１０から放送されるＤＴＶ放送のコンテンツを周波数帯ｆ２で再送信
する。
【００４７】
　この際、ＤＴＶ受信機２００ａは、予め、ＤＴＶ放送のコンテンツをどの周波数帯で受
信すべきかを管理サーバ３００から取得する。例えば、周波数帯ｆ１を用いて電波塔１０
から放送されるＤＴＶ放送のコンテンツを、ＷＳＤ１００ｂが周波数帯ｆ２で再送信する
ことを管理サーバ３００から取得することで、ＤＴＶ受信機２００ａは、電波塔１０から
放送されるＤＴＶ放送のコンテンツを周波数帯ｆ２で受信すれば、干渉の影響を受けずに
ＤＴＶ放送のコンテンツを表示できる。
【００４８】
　図７は、ＷＳＤによる放送コンテンツの再送信の変形例について示す説明図である。図
７には、ＤＴＶのサービスエリア１１の内側に位置するＷＳＤ１００ａ、ＤＴＶのサービ
スエリア１１の境界付近に位置するＷＳＤ１００ｂ、ＷＳＤ１００ｃ、及びＤＴＶのサー
ビスエリア１１の外側に位置するＷＳＤ１００ｄが示されている。また図７には、ＤＴＶ
のサービスエリア１１の外側に位置するＤＴＶ受信機２００ｂ、２００ｃ、２００ｄが示
されている。
【００４９】
　図７では、ＷＳＤ１００ｂが周波数帯ｆ２で、ＷＳＤ１００ｃが周波数帯ｆ３で、ＷＳ
Ｄ１００ｄが周波数帯ｆ４で、それぞれ放送コンテンツを再送信する例が示されている。
なお図７において、符号１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃ、１０１ｄは、それぞれＷＳＤ１
００ａ、ＷＳＤ１００ｂ、ＷＳＤ１００ｃ、ＷＳＤ１００ｄの通信可能エリアを示してい
る。ＷＳＤの通信可能エリアは、無指向性であってもよく、符号１０１ｃで示すように指
向性があってもよい。
【００５０】
　以上、本開示の実施の形態に係る通信システムの構成例を説明した。続いて、本開示の
実施の形態に係る通信システムを構成する各装置の機能構成例を説明する。
【００５１】
　図８は、本開示の一実施形態に係るＷＳＤ１００の機能構成例を示すブロック図である
。図８に示したように、本開示の一実施形態に係るＷＳＤ１００は、アンテナ部１１０と
、無線通信部１２０と、ネットワーク通信部１３０と、記憶部１４０と、処理部１５０と
、を備える。
【００５２】



(11) JP 6711354 B2 2020.6.17

10

20

30

40

50

　（アンテナ部１１０）
　アンテナ部１１０は、無線通信部１２０により出力される信号を電波として空間に放射
する。また、アンテナ部１１０は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部１
２０へ出力する。本実施形態では、アンテナ部１１０は、指向性アンテナであってもよく
、無指向性アンテナであってもよい。
【００５３】
　（無線通信部１２０）
　無線通信部１２０は、信号を送受信する。例えば、無線通信部１２０は、端末装置への
ダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
【００５４】
　（ネットワーク通信部１３０）
　ネットワーク通信部１３０は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部１３０
は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他の
ノードは、他のＷＳＤ及び基地局を含む。一例として、上記他のノードは、管理サーバ３
００を含む。
【００５５】
　（記憶部１４０）
　記憶部１４０は、ＷＳＤ１００の動作のためのプログラム及びデータを一時的にまたは
恒久的に記憶する。
【００５６】
　（処理部１５０）
　処理部１５０は、ＷＳＤ１００の様々な機能を提供する。処理部１５０は、情報取得部
１５１及び制御部１５３を含む。なお、処理部１５０は、これらの構成要素以外の他の構
成要素をさらに含み得る。即ち、処理部１５０は、これらの構成要素の動作以外の動作も
行い得る。
【００５７】
　（情報取得部１５１）
　情報取得部１５１は、ＷＳＤ１００の動作のための情報やプログラム、また、他のノー
ドから受信した情報を取得する。情報取得部１５１は、ＷＳＤ１００の動作のための情報
やプログラムを記憶部１４０から取得しうる。本実施形態では、情報取得部１５１は、電
波塔１０から放送されるＤＴＶ放送のコンテンツを取得する。情報取得部１５１が取得し
たＤＴＶ放送のコンテンツは、電波塔１０からの放送の際の周波数帯とは別の周波数帯で
ネットワーク通信部１３０から再送信されうる。また情報取得部１５１は、サーバ装置３
００で生成された情報を取得する。情報取得部１５１が取得する、サーバ装置３００で生
成された情報の例については後述するが、情報取得部１５１は、例えば、使用可能な周波
数帯及び当該周波数帯で許可された出力強度の情報をサーバ装置３００から取得する。
【００５８】
　（制御部１５３）
　制御部１５３は、ＷＳＤ１００の動作を制御する。本実施形態では、制御部１５３は、
例えば、情報取得部１５１が取得したＤＴＶ放送のコンテンツを、電波塔１０からの放送
の際の周波数帯とは別の周波数帯でネットワーク通信部１３０から再送信する処理を実行
する。なお、ＷＳＤ１００は、周波数帯によらずにＤＴＶ放送のフォーマットと同一のフ
ォーマットで再送信してもよく、ＤＴＶ放送と同じ周波数帯で再送信する場合はＤＴＶ放
送フォーマットと同一のフォーマットで、ＤＴＶ放送と異なる周波数帯で再送信する場合
は異なる無線方式のフォーマットでそれぞれ再送信してもよく、周波数帯によらずにＤＴ
Ｖ放送のフォーマットとは異なる無線方式のフォーマットで再送信してもよい。
【００５９】
　また制御部１５３は、ＷＳＤ１００の情報を管理サーバ３００に送る処理を実行する。
管理サーバ３００に送られるＷＳＤ１００の情報については後に詳述するが、管理サーバ
３００に送られるＷＳＤ１００の情報には、例えば、ＷＳＤ１００の位置、ＷＳＤ１００
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が無線通信で使用する周波数帯などが含まれうる。
【００６０】
　また制御部１５３は、管理サーバ３００で管理されている情報を取得し、その取得した
情報に基づいて、情報取得部１５１が取得したＤＴＶ放送のコンテンツを、電波塔１０か
らの放送の際の周波数帯とは別の周波数帯でネットワーク通信部１３０から再送信するか
どうかを決定する。また制御部１５３は、管理サーバ３００で管理されている情報を取得
し、その取得した情報に基づいて、無線通信で使用する周波数帯及びその周波数帯での通
信強度を決定する。そして制御部１５３は、管理サーバ３００から取得した情報に基づい
て決定した周波数帯や通信強度の情報を、管理サーバ３００へ送る処理を実行する。
【００６１】
　図９は、本開示の一実施形態に係るＤＴＶ受信機２００の機能構成例を示すブロック図
である。図９に示したように、本開示の一実施形態に係るＤＴＶ受信機２００は、放送受
信部２１０と、ネットワーク通信部２２０と、表示部２３０と、記憶部２４０と、処理部
２５０と、を備える。
【００６２】
　（放送受信部２１０）
　放送受信部２１０は、電波塔１０から送信されるＤＴＶ放送のコンテンツを受信する。
また放送受信部２１０は、ＷＳＤ１００から再送信されるＤＴＶ放送のコンテンツを受信
する。放送受信部２１０が受信したＤＴＶ放送のコンテンツは、処理部２５０において復
号され、表示部２３０に表示される。
【００６３】
　（ネットワーク通信部２２０）
　ネットワーク通信部２２０は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部２２０
は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他の
ノードは、他のＷＳＤ及び基地局を含む。一例として、上記他のノードは、管理サーバ３
００を含む。なおネットワーク通信部２２０は、有線通信を行っても良く、図示しないア
ンテナを介した無線通信を行っても良い。
【００６４】
　（表示部２３０）
　表示部２３０は、例えば液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなどであり、放送受
信部２１０が受信したＤＴＶ放送のコンテンツを表示する。
【００６５】
　（記憶部２４０）
　記憶部２４０は、ＤＴＶ受信機２００の動作のためのプログラム及びデータを一時的に
または恒久的に記憶する。
【００６６】
　（処理部２５０）
　処理部２５０は、ＤＴＶ受信機２００の様々な機能を提供する。処理部２５０は、情報
取得部２５１及び制御部２５３を含む。なお、処理部２５０は、これらの構成要素以外の
他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部２５０は、これらの構成要素の動作以外の
動作も行い得る。
【００６７】
　（情報取得部２５１）
　情報取得部２５１は、ＤＴＶ受信機２００の動作のための情報やプログラム、また、他
のノードから受信した情報を取得する。情報取得部２５１は、ＤＴＶ受信機２００の動作
のための情報やプログラムを記憶部２４０から取得しうる。本実施形態では、情報取得部
２５１は、電波塔１０やＷＳＤ１００から送信されるＤＴＶ放送のコンテンツを取得する
。情報取得部２５１が取得したＤＴＶ放送のコンテンツは、制御部２５３において復号さ
れ、表示部２３０で表示されうる。
【００６８】
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　（制御部２５３）
　制御部２５３は、ＤＴＶ受信機２００の動作を制御する。本実施形態では、制御部２５
３は、例えば、情報取得部２５１が取得したＤＴＶ放送のコンテンツを復号し、表示部２
３０に表示させる処理を実行する。また制御部２５３は、ＤＴＶ受信機２００の情報を管
理サーバ３００に送る処理を実行する。管理サーバ３００に送られるＤＴＶ受信機２００
の情報については後に詳述するが、管理サーバ３００に送られるＤＴＶ受信機２００の情
報には、例えば、ＤＴＶ受信機２００の位置、ＤＴＶ受信機２００の視聴者数、ＤＴＶ受
信機２００が受信しているＤＴＶ放送の周波数帯などが含まれうる。
【００６９】
　図１０は、本開示の一実施形態に係る管理サーバ３００の機能構成例を示すブロック図
である。図１０に示したように、本開示の一実施形態に係る管理サーバ３００は、通信部
３１０と、記憶部３２０と、処理部３３０と、を備える。
【００７０】
　（通信部３１０）
　通信部３１０は、情報を送受信する。例えば、通信部３１０は、他のノードへの情報を
送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、コアネットワー
ク及び基地局を含む。一例として、上記他のノードは、ＷＳＤ１００やＤＴＶ受信機２０
０を含む。通信部３１０は、ＷＳＤ１００やＤＴＶ受信機２００から送信される情報を受
信したり、ＷＳＤ１００やＤＴＶ受信機２００へ情報を送信したりする。
【００７１】
　（記憶部３２０）
　記憶部３２０は、管理サーバ３００の動作のためのプログラム及びデータを一時的にま
たは恒久的に記憶する。本実施形態では、記憶部３２０は、ＷＳＤ１００やＤＴＶ受信機
２００から取得した情報を記憶する。
【００７２】
　（処理部３３０）
　処理部３３０は、管理サーバ３００の様々な機能を提供する。処理部３３０は、情報取
得部３３１及び制御部３３３を含む。なお、処理部３３０は、これらの構成要素以外の他
の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部３３０は、これらの構成要素の動作以外の動
作も行い得る。
【００７３】
　（情報取得部３３１）
　情報取得部３３１は、管理サーバ３００の動作のための情報や、他のノードから受信し
た情報を取得する。情報取得部３３１は、管理サーバ３００の動作のための情報やプログ
ラムを記憶部３２０から取得しうる。また情報取得部３３１は、ＷＳＤ１００やＤＴＶ受
信機２００から送信され、通信部３１０が受信した情報を取得する。
【００７４】
　（制御部３３３）
　制御部３３３は、管理サーバ３００の動作を制御する。制御部３３３は、情報取得部３
３１が取得した情報に基づいて動作しうる。また制御部３３３は、ＷＳＤ１００やＤＴＶ
受信機２００から送信され、情報取得部３３１が取得した情報に基づいて、ＷＳＤ１００
やＤＴＶ受信機２００を管理するための情報を生成する。
【００７５】
　ここで、管理サーバ３００が管理する情報の例を説明する。図１１は、管理サーバ３０
０が管理する情報の例を示す説明図である。図１１に示したのは、ＷＳＤ１００を使用し
てＴＶホワイトスペースサービスを提供する利用者のサービスレベルの情報の例である。
【００７６】
　本実施形態では、ＷＳＤ１００によるＴＶホワイトスペースサービス、すなわちＴＶホ
ワイトスペースを使用した無線通信を利用したいユーザが申し込むサービスのことを「プ
レミアムサービス」と称する。また１次サービスの提供者側が１次サービスを優先するか
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どうかを設定したフラグのことを「１次優先フラグ」と称する。本実施形態では、１次サ
ービスの提供者は電波塔１０であり、１次サービスは電波塔１０によって周波数帯ｆ１で
放送されるＤＴＶ放送である。１次優先フラグはコンテンツごとに放送局が設定しうる。
【００７７】
　図１１には、ユーザがプレミアムサービスを申し込んでいなければ、周波数帯ｆ１での
ＴＶホワイトスペースサービスは行わないことが示されている。一方、図１１には、ユー
ザがプレミアムサービスを申し込んでいれば、周波数帯ｆ１でのＴＶホワイトスペースサ
ービスは行うが、電波塔１０が周波数帯ｆ１で放送するＤＴＶ放送のコンテンツをＤＴＶ
受信機２００に優先して受信させたい場合は、周波数帯ｆ１でのＴＶホワイトスペースサ
ービスは行わないことが示されている。なお、プレミアムサービスを優先する設定になっ
ている場合は、１次優先フラグがＹの場合であっても周波数帯ｆ１でのＴＶホワイトスペ
ースサービスが行われる。
【００７８】
　図１２は、管理サーバ３００が管理する情報の例を示す説明図である。図１２に示した
のは、ＤＴＶ受信機２００に関する情報が格納されるテーブルの例である。
【００７９】
　「ＤＴＶ」列は、ＤＴＶ受信機２００を一意に識別するための情報が格納される列であ
る。「ＤＴＶ」列には、例えばＩＤやシリアル番号などが格納される。
【００８０】
　「Ｌｏｃ」列は、ＤＴＶ受信機２００の位置に関する情報が格納される列である。「Ｌ
ｏｃ」列には、例えば詳細な緯度及び経度の情報が格納されても良く、ＤＴＶ受信機２０
０のユーザが入力した住所が格納されても良い。従ってＤＴＶ受信機２００には、例えば
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＧＬＯＮＡＳＳ（Ｇ
ｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＢＤＳ（Ｂ
ｅｉＤｏｕ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ｉＢｅａｃ
ｏｎ等の現在位置を取得するセンサが設けられても良い。またＤＴＶ受信機２００に上述
したセンサが設けられていなくても、ユーザがそのようなセンサを用いて取得した位置情
報をＤＴＶ受信機２００の位置情報として管理サーバ３００に登録してもよい。
【００８１】
　「Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」列は、図１１の１次優先フラグとも対応し、そのＤＴＶ受信機２
００が電波塔１０から放送されるＤＴＶ放送のコンテンツを優先して受信したいかどうか
についての情報が格納される列である。「Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」列が「Ｙ」であるＤＴＶ受
信機２００は、電波塔１０から放送されるＤＴＶ放送のコンテンツを優先して受信し、「
Ｎ」であるＤＴＶ受信機２００は、電波塔１０から放送されるＤＴＶ放送のコンテンツの
受信に影響があっても構わないことを意味している。
【００８２】
　「Ｗａｔｃｈ」列は、ＤＴＶ受信機２００が映像を出力しているかどうかについての情
報が格納される列である。なお「Ｗａｔｃｈ」列には、ＤＴＶ受信機２００が映像を出力
していれば「Ｙ」が格納されるようにしてもよく、ＤＴＶ受信機２００が映像を出力して
おり、かつ、その映像を誰かが見ていれば「Ｙ」が格納されるようにしてもよい。従って
ＤＴＶ受信機２００は、視聴者の存在を検知するセンサが設けられてもよい。
【００８３】
　「Ｗｅｉｇｈｔ」列は、それぞれのＤＴＶ受信機２００に対する重みについての情報が
格納される列である。重みは、ＤＴＶ受信機２００のユーザが決定しても良く、ＤＴＶ受
信機２００が出力する映像を見ているユーザの数に応じて決定されても良く、ＤＴＶ受信
機２００の性能、例えば画面サイズに応じて決定されてもよい。
【００８４】
　「Ｆ」列は、それぞれのＤＴＶ受信機２００が受信するＤＴＶ放送の周波数帯について
の情報が格納される列である。
【００８５】
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　図１３は、管理サーバ３００が管理する情報の例を示す説明図である。図１３に示した
のは、ＷＳＤ１００に関する情報が格納されるテーブルの例である。
【００８６】
　「ＷＳ」列は、ＷＳＤ１００を識別するための情報が格納される列である。「ＷＳ」列
には、例えばＩＤやシリアル番号などが格納される。
【００８７】
　「Ｌｏｃ」列は、ＷＳＤ１００の位置に関する情報が格納される列である。「Ｌｏｃ」
列には、例えば詳細な緯度及び経度の情報が格納されても良く、ＷＳＤ１００のオペレー
タが入力した住所が格納されても良い。従ってＷＳＤ１００には、例えばＧＰＳ、ＧＬＯ
ＮＡＳＳ、ＢＤＳ、ｉＢｅａｃｏｎ等の現在位置を取得するセンサが設けられても良い。
またＷＳＤ１００に上述したセンサが設けられていなくても、ＷＳＤ１００のオペレータ
がそのようなセンサを用いて取得した位置情報をＷＳＤ１００の位置情報として管理サー
バ３００に登録してもよい。
【００８８】
　「Ｆｒｅｑ」列は、ＷＳＤ１００がＴＶホワイトスペースサービスを行う周波数帯の情
報が格納される列である。１つのＷＳＤ１００は、複数の周波数帯でＴＶホワイトスペー
スサービスを行うことができる。従って、図１３に示したテーブルは「ＷＳ」列と「Ｆｒ
ｅｑ」列とで一意になるように設定される。
【００８９】
　「Ｐｏｗ」列は、ＷＳＤ１００がＴＶホワイトスペースサービスを行う際の出力の情報
が格納される列である。
【００９０】
　「ＳｒｖＲ」列は、ＷＳＤ１００がＴＶホワイトスペースサービスを行う際のサービス
レンジ（通信可能範囲）の情報が格納される列である。「Ｉｎｔ．Ｒ」列は、ＷＳＤ１０
０がＴＶホワイトスペースサービスを行う際に干渉を与える可能性がある干渉レンジの情
報が格納される列である。管理サーバ３００は、干渉レンジの情報を、サービスレンジか
ら計算してもよい。管理サーバ３００は、干渉レンジの情報を、サービスレンジから計算
する場合は、地形の状況を考慮しても良い。「Ｓｒｖ」列は、現在のＷＳＤ１００のサー
ビスの状態の情報が格納される列である。「Ｓｒｖ」列には、電波塔１０から送信される
ＤＴＶ放送のサービスエリア１１の内か外かの情報や、ＴＶホワイトスペースサービスを
行っているか、またはＤＴＶ放送のコンテンツの再送信を行っているかの情報が格納され
利。
【００９１】
　管理サーバ３００は、図１２や図１３に示したような情報を管理することで、様々な情
報をＷＳＤ１００のオペレータやＤＴＶ受信機２００のユーザに提供することが出来る。
例えば管理サーバ３００は、図１２や図１３に示したような情報を用いて、ＷＳＤ１００
やＤＴＶ受信機２００の位置、ＷＳＤ１００による通信可能範囲や干渉レンジを視覚的に
現した情報を生成することが出来る。すなわち、換言すれば、管理サーバ３００は、ＷＳ
Ｄ１００の与干渉領域内にあるＤＴＶ受信機２００の統計情報を管理して、その統計情報
に基づいた視覚的な情報を生成することが出来る。また管理サーバ３００は、図１２や図
１３に示したような情報を管理することで、ＤＴＶ放送の管理者に対して
【００９２】
　図１４は、管理サーバ３００が生成する視覚的な情報の例であり、電波塔１０、ＷＳＤ
１００やＤＴＶ受信機２００の位置、ＷＳＤ１００による通信可能範囲や干渉レンジを視
覚的に現した情報の例である。符号１０１ａは、ＷＳＤ１００ａの通信可能エリアを示し
ており、符号１０２ａは、ＷＳＤ１００ａの無線通信により干渉を与える可能性のあるエ
リアを示している。また符号１０２ａは、ＷＳＤ１００ｂの通信可能エリアを示している
。さらに図１４では、ＷＳＤ１００ａは周波数帯ｆ１で無線通信を行い、ＷＳＤ１００ｂ
は周波数帯ｆ２で無線通信を行い、電波塔１０は周波数帯ｆ１でＤＴＶ放送を行っている
ことが示されている。図１４に示したような視覚的な情報は、例えば制御部３３３が生成
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する。管理サーバ３００は、図１４に示したような視覚的な情報を生成することで、ＷＳ
Ｄ１００のオペレータやＤＴＶ受信機２００のユーザに、各装置の現在の位置関係などを
分かりやすく提示できる。
【００９３】
　図１５は、管理サーバ３００が管理する情報の例を示す説明図である。図１５に示した
のは、管理サーバ３００が管理する、ＷＳＤ１００の与干渉エリア内にあるＤＴＶ受信機
２００の情報の例である。
【００９４】
　図１５には、周波数帯ｆ１での与干渉エリア内にあるＤＴＶ受信機２００の台数が１台
であり、周波数帯ｆ１での与干渉エリア外にあるＤＴＶ受信機２００の台数が１台である
ことが示されている。与干渉エリア内にあるＤＴＶ受信機２００の台数には、重みが設定
されても良く、その重みは図１２に示したテーブルの「Ｗｅｉｇｈｔ」列の値が参照され
うる。
【００９５】
　同様に、図１５には、周波数帯ｆ４での与干渉エリア内にあるＤＴＶ受信機２００の台
数が０台であり、周波数帯ｆ４での与干渉エリア外にあるＤＴＶ受信機２００の台数が１
台であることが示されている。
【００９６】
　この図１５に示した情報は、例えばホワイトスペースサービスを提供する事業者側が、
それぞれの周波数帯において、ホワイトスペースサービスを行うか、ＤＴＶ放送のコンテ
ンツの再送信を行うかの判断に用いられうる。
【００９７】
　管理サーバ３００は、電波塔１０のＤＴＶ放送の管理者や、ホワイトスペースサービス
の事業者、ＷＳＤ１００のユーザに対して情報を登録させるためのユーザインタフェース
を生成して提示しても良い。ユーザインタフェースの生成は、例えば制御部３３３が実行
しても良い。
【００９８】
　図１６は、管理サーバ３００が生成するユーザインタフェースの例を示す説明図であり
、電波塔１０のＤＴＶ放送の管理者に向けて生成する、ＤＴＶ放送の受信優先度を当該管
理者に設定させるためのユーザインタフェースの例を示す説明図である。図１６は、特定
の日時（図１６の例では、４月１日の１８時）から放送されるＤＴＶ放送のコンテンツを
、特定のエリアで優先して視聴させるかどうかを、電波塔１０のＤＴＶ放送の管理者に設
定させるユーザインタフェースの例である。電波塔１０のＤＴＶ放送の管理者に、図１６
に示したユーザインタフェースで設定させることで、管理サーバ３００は、当該日時から
放送されるＤＴＶ放送のコンテンツを、特定のエリアで優先して視聴させるかどうかの情
報を管理することが出来る。
【００９９】
　図１７は、管理サーバ３００が生成するユーザインタフェースの例を示す説明図であり
、管理サーバ３００がホワイトスペースサービスの事業者に向けて生成するユーザインタ
フェースの例を示す説明図である。図１７に示したのは、ある周波数帯（図１７に示した
例では、周波数帯ｆ１）を、ホワイトスペースサービスに用いるか、またはＤＴＶ放送の
コンテンツの再送信に用いるかを、ホワイトスペースサービスの事業者に設定させるユー
ザインタフェースの例である。ホワイトスペースサービスの事業者が図１７に示したよう
なユーザインタフェースを操作することで、管理サーバ３００は、ある周波数帯を、ホワ
イトスペースサービスに用いるか、またはＤＴＶ放送のコンテンツの再送信に用いるかの
情報を取得することが出来る。
【０１００】
　図１８は、管理サーバ３００が生成するユーザインタフェースの例を示す説明図であり
、管理サーバ３００がＷＳＤ１００のユーザに向けて生成するユーザインタフェースの例
を示す説明図である。図１８に示したのは、プレミアムサービスを申し込んでいるユーザ
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には、ホワイトスペースサービスを優先するか、またはＤＴＶ放送のコンテンツの再送信
を優先するかをＷＳＤ１００のユーザに設定させるユーザインタフェースの例である。Ｗ
ＳＤ１００のユーザが図１８に示したようなユーザインタフェースを操作することで、管
理サーバ３００は、プレミアムサービスを申し込んでいるユーザには、ホワイトスペース
サービスを優先するか、またはＤＴＶ放送のコンテンツの再送信を優先するかの情報を取
得することが出来る。
【０１０１】
　管理サーバ３００は、図１６から図１８に示したようなユーザインタフェースを生成し
て、電波塔１０のＤＴＶ放送の管理者や、ホワイトスペースサービスの事業者、ＷＳＤ１
００のユーザに情報を登録させることで、図１１に示したような情報を管理することがで
きる。
【０１０２】
　以上、本開示の実施の形態に係る通信システムを構成する各装置の機能構成例を説明し
た。続いて、本開示の実施の形態に係る通信システムの動作例について説明する。
【０１０３】
　［１．３．動作例］
　ＷＳＤ１００及び管理サーバ３００は、上述した構成を有することで、例えば事前に情
報のやり取りを行って、ＷＳＤ１００のオペレータに、ＷＳＤ１００がどの周波数帯でど
のサービスを実行するかを決定させることができる。図１９は、本開示の実施の形態に係
る通信システムの動作例を示す流れ図である。図１９に示したのは、ＷＳＤ１００がサー
ビスを開始する際に、管理サーバ３００との間で情報の授受を行って、ＷＳＤ１００がど
の周波数帯でどのサービスを実行するかを決定する場合の動作例である。以下、図１９を
用いて本開示の実施の形態に係る通信システムの動作例について説明する。
【０１０４】
　ＷＳＤ１００は、サービスの開始に際して、管理サーバ３００へ現在の位置情報を送信
する（ステップＳ１０１）。現在の位置情報の管理サーバ３００への送信は、例えば制御
部１５３がネットワーク通信部１３０を介して行う。現在の位置情報は、例えばＧＰＳセ
ンサなどの現在位置を取得するセンサによって取得された詳細な緯度及び経度の情報であ
っても良く、ＷＳＤ１００のオペレータが入力した住所であってもよい。
【０１０５】
　管理サーバ３００は、ＷＳＤ１００の現在位置の情報を取得すると、そのＷＳＤ１００
が現在使用できる周波数帯ｆｋと、その周波数帯での許容最大送信電力ｐｋｍａｘとを算
出する（ステップＳ１０２）。ステップＳ１０２の算出処理は、例えば制御部３３３が実
行する。管理サーバ３００は、ＷＳＤ１００が現在使用できる周波数帯ｆｋと、その周波
数帯での許容最大送信電力ｐｋｍａｘとを、例えば図１１に示したテーブルを参照して算
出する。
【０１０６】
　管理サーバ３００は、上記ステップＳ１０２で、ＷＳＤ１００が現在使用できる周波数
帯ｆｋと、その周波数帯での許容最大送信電力ｐｋｍａｘとを算出すると、その周波数帯
ｆｋのリスト及び許容最大送信電力ｐｋｍａｘのリストをＷＳＤ１００に返信する（ステ
ップＳ１０３）。ステップＳ１０３の返信処理は、例えば制御部３３３が通信部３１０を
介して行う。
【０１０７】
　また管理サーバ３００は、上記ステップＳ１０３の返信の後に（もちろん返信の前でも
返信と同時でもよい）、ＷＳＤ１００の与干渉エリア内のＤＴＶ受信機２００の台数の情
報を送信する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０４の送信処理は、例えば制御部３３
３が通信部３１０を介して行う。管理サーバ３００は、ＷＳＤ１００の与干渉エリア内の
ＤＴＶ受信機２００の台数の情報を、例えば図１４に示したような情報を参照することで
得ることができる。
【０１０８】
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　ＷＳＤ１００は、管理サーバ３００から、現在使用できる周波数帯ｆｋと、その周波数
帯での許容最大送信電力ｐｋｍａｘとの情報、及び、ＷＳＤ１００の与干渉エリア内のＤ
ＴＶ受信機２００の台数の情報を受信すると、サービスで使用する周波数帯ｆｋと、その
周波数帯での許容最大送信電力ｐｋｍａｘとを選択するとともに、提供するサービスの内
容を選択する（ステップＳ１０５）。ステップＳ１０５の選択処理は、例えば制御部１５
３が実行する。本実施形態では、ＷＳＤ１００が選択するサービスは、ホワイトスペース
サービスか、ＤＴＶ放送のコンテンツの再送信のいずれか、である。
【０１０９】
　ＷＳＤ１００は、ステップＳ１０５で、サービスで使用する周波数帯ｆｋ、その周波数
帯での許容最大送信電力ｐｋｍａｘ、及び提供するサービスの内容を選択すると、その選
択した周波数帯ｆｋ、その周波数帯での許容最大送信電力ｐｋｍａｘ、及び提供するサー
ビスの内容を管理サーバ３００に送信する（ステップＳ１０６）。ステップＳ１０６の送
信処理は、例えば制御部１５３がネットワーク通信部１３０を介して行う。
【０１１０】
　管理サーバ３００は、ＷＳＤ１００が選択した周波数帯ｆｋ、その周波数帯での許容最
大送信電力ｐｋｍａｘ、及び提供するサービスの内容をＷＳＤ１００から受信すると、そ
の受信した情報を用いてレンジを計算する（ステップＳ１０７）。ステップＳ１０７の計
算処理は、例えば制御部３３３が行う。
【０１１１】
　そしてＷＳＤ１００は、上記ステップＳ１０５の選択処理で選択したサービスを開始し
（ステップＳ１０８）、管理サーバ３００は、上記ステップＳ１０７の計算処理で計算し
たレンジを、図１３に示したようなＷＳＤ１００の情報を管理する管理テーブルに反映さ
せる（ステップＳ１０９）。
【０１１２】
　管理サーバ３００は、図１９に示した一連の動作を実行することで、ＷＳＤ１００に対
して適切な周波数帯及び許容最大送信電力の情報を提供することができる。またＷＳＤ１
００は、図１９に示した一連の動作を実行することで、他の装置に影響が出ない適切な周
波数帯及び許容最大送信電力でサービスを開始することが出来る。
【０１１３】
　＜２．まとめ＞
　以上説明したように本開示の実施形態に寄れば、ＷＳＤ１００及びＤＴＶ受信機２００
から情報を取得して、ＤＴＶ受信機２００の統計情報を生成する管理サーバ３００が提供
される。また本開示の実施形態に寄れば、生成した統計情報に基づいて、ＷＳＤ１００の
オペレータに対してＷＳＤ１００及びＤＴＶ受信機２００の状況を提示するためのユーザ
インタフェースを提示する管理サーバ３００が提供される。
【０１１４】
　ＷＳＤ１００のオペレータは、管理サーバ３００から提供される情報に基づいて適切に
ＤＴＶ放送のコンテンツや無線通信を行う周波数帯を選択することで、ＤＴＶ放送の視聴
者とホワイトスペース利用者のどちらにとっても良好な電波利用環境を提供することがで
きるようになる。特に、ＤＴＶ放送の周波数帯（チャンネル）を複数束ねて使用するＷＳ
Ｄ１００にとっては、信号を送信しうる場所的自由度や、周波数帯域幅の自由度が著しく
向上する。
【０１１５】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１１６】
　例えばＤＴＶ受信機２００は、周波数帯ｆ１でコンテンツを受信している際に画像が劣
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化したことを検出すると、管理サーバ３００に、現在のＤＴＶ受信機２００の場所に関す
る情報を送信して、近隣において他の周波数帯で同じコンテンツを送信しているＷＳＤ１
００があるかどうかを問い合わせてもよい。ＤＴＶ受信機２００は、管理サーバ３００か
ら最適な再配信チャンネルの情報を取得して、コンテンツを受信する周波数を切り替えて
もよい。またＤＴＶ受信機２００は、管理サーバ３００から周波数帯ｆ２でコンテンツの
再送信が行われているという情報を取得すると、周波数帯ｆ１、ｆ２を同時に受信するこ
とでダイバーシチ受信を行ってもよい。もちろんＤＴＶ受信機２００は、周波数帯ｆ１、
ｆ２の中から最適な周波数帯に切り替えて受信するようにしても良い。
【０１１７】
　また例えばＤＴＶ受信機２００は、ＤＴＶ放送を正常に受信できているかの受信状況を
管理サーバ３００に登録してもよい。ＤＴＶ受信機２００による受信状況の登録の結果、
ある地域では周波数帯ｆ１で送信されるＤＴＶ放送のコンテンツをどのＤＴＶ受信機２０
０も視聴していないことが分かれば、ＷＳＤ１００は別の周波数帯でのコンテンツの再送
信を行わないようにしてもよい。
【０１１８】
　またＷＳＤ１００が図２のように２チャンネルを束ねず、１つのチャンネルだけしか使
わない場合でも、多くのＷＳＤがサービスを行うとチャンネルが混んでくることが起こり
えて、そうなるとＷＳＤ１００は、ＤＴＶ放送で用いられている周波数帯で無線通信を行
うケースが起こりえる。そのようなケースでも、上述した実施の形態を適用することで、
ＤＴＶ放送の視聴者とホワイトスペースサービスの利用者のどちらにとっても良好な電波
利用環境を提供することができる。
【０１１９】
　また、本明細書の処理における処理ステップは、必ずしもフローチャート又はシーケン
ス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理における処理
ステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行さ
れても、並列的に実行されてもよい。
【０１２０】
　また、本明細書の装置（例えば、ＷＳＤ、ＤＴＶ受信機もしくは管理サーバ、又はその
モジュール）に備えられるプロセッサ（例えば、ＣＰＵ、ＤＳＰなど）を上記装置として
機能させるためのコンピュータプログラム（換言すると、上記プロセッサに上記装置の構
成要素の動作を実行させるためのコンピュータプログラム）も作成可能である。また、当
該コンピュータプログラムを記録した記録媒体も提供されてもよい。また、上記コンピュ
ータプログラムを記憶するメモリと、上記コンピュータプログラムを実行可能な１つ以上
のプロセッサとを備える装置（例えば、完成品、又は完成品のためのモジュール（部品、
処理回路若しくはチップなど））も提供されてもよい。また、上記装置の１つ以上の構成
要素（例えば、情報取得部及び／又は制御部など）の動作を含む方法も、本開示に係る技
術に含まれる。
【０１２１】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１２２】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な受信装置及び前
記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を送受信可能な通
信装置から情報を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した情報を用いて、前記受信装置の統計情報を生成する制御部と、
を備える、サーバ装置。
（２）
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　前記制御部は、前記統計情報に基づいて、前記第１の通信サービスで提供されるデータ
を前記第１の周波数帯と異なる第２の周波数帯で前記通信装置から前記受信装置に送信さ
せるための表示情報を生成する、前記（１）に記載のサーバ装置。
（３）
　前記制御部は、前記統計情報に基づいて、前記第１の周波数帯でのデータの受信優先度
を前記第１の通信サービスの提供者に決定させるための表示情報を生成する、前記（１）
または（２）に記載のサーバ装置。
（４）
　前記制御部は、前記統計情報に基づいて、前記通信装置が使用可能な周波数帯及び出力
強度の情報を前記通信装置へ提供する、前記（１）～（３）のいずれかに記載のサーバ装
置。
（５）
　前記取得部は、前記通信装置へ提供した情報に基づいて前記通信装置で指定された周波
数帯及び該周波数帯の出力強度の情報を前記通信装置から取得する、前記（４）に記載の
サーバ装置。
（６）
　前記取得部は、前記第１の通信サービスで提供されるデータを優先して前記受信装置に
受信させるための情報を前記第１の通信サービスの提供者から取得する、前記（１）～（
５）のいずれかに記載のサーバ装置。
（７）
　前記取得部は、前記第２の通信サービスを使用して前記第１の周波数帯でデータを受信
するための情報を前記第２の通信サービスの利用者から取得する、前記（１）～（５）の
いずれかに記載のサーバ装置。
（８）
　前記取得部は、前記受信装置及び前記通信装置から少なくとも位置情報を取得する、前
記（１）～（７）のいずれかに記載のサーバ装置。
（９）
　前記取得部は、前記受信装置から、前記第１の通信サービスで提供されるデータが正常
に受信できているか否かの情報を取得する、前記（１）～（８）のいずれかに記載のサー
バ装置。
（１０）
　前記制御部は、前記受信装置及び前記通信装置の位置、前記第１の通信サービスの提供
範囲及び前記通信装置の与干渉領域を表示させるための情報を生成する、前記（１）～（
９）のいずれかに記載のサーバ装置。
（１１）
　前記統計情報は、前記通信装置の与干渉領域内にある前記受信装置の統計情報である、
前記（１）～（１０）のいずれかに記載のサーバ装置。
（１２）
　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービス
のための無線信号を送受信させる制御部と、
　使用可能な周波数帯及び出力強度の情報をサーバ装置から取得する取得部と、
を備え、
　前記制御部は、前記取得部が取得した情報に基づいて決定した、使用する周波数帯及び
該周波数帯の出力強度の情報を前記サーバ装置へ登録する、通信装置。
（１３）
　前記制御部は、前記サーバ装置に登録した情報に基づき、前記第１の周波数帯と異なる
第２の周波数帯で前記第１の通信サービスで提供されるデータを送信させるかどうか決定
する、前記（１２）に記載の通信装置。
（１４）
　前記制御部は、前記第１の通信サービスのフォーマットと同一のフォーマットで前記第
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１の通信サービスで提供されるデータを前記第２の通信サービスで出力させる、前記（１
２）または（１３）に記載の通信装置。
（１５）
　前記制御部は、前記第１の通信サービスのフォーマットと異なるフォーマットで前記第
１の通信サービスで提供されるデータを前記第２の通信サービスで出力させる、前記（１
２）または（１３）に記載の通信装置。
（１６）
　前記制御部は、前記第２の通信サービスで前記第１の周波数帯を使用する場合は、前記
第１の通信サービスのフォーマットと同一のフォーマットで前記第１の通信サービスで提
供されるデータを前記第２の通信サービスで出力させ、前記第２の通信サービスで前記第
１の周波数帯とは異なる周波数帯を使用する場合は、前記第１の通信サービスのフォーマ
ットと異なるフォーマットで前記第１の通信サービスで提供されるデータを前記第２の通
信サービスで出力させる、前記（１２）～（１５）のいずれかに記載の通信装置。
（１７）
　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な受信装置及び前
記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を送受信可能な通
信装置から情報を取得することと、
　取得された情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記受信装置の統計情報
を生成することと、
を含む、方法。
（１８）
　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービス
のための無線信号を送受信させることと、
　使用可能な周波数帯及び出力強度の情報をサーバ装置から取得することと、
　取得された情報に基づいて決定した、使用する周波数帯及び該周波数帯の出力強度の情
報を前記サーバ装置へ登録することと、
を含む、方法。
（１９）
　コンピュータに、
　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯の電波を受信可能な受信装置及び前
記第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービスのための無線信号を送受信可能な通
信装置から情報を取得することと、
　取得された情報を用いて、前記通信装置の与干渉領域内にある前記受信装置の統計情報
を生成することと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
（２０）
　コンピュータに、
　第１の通信サービスに割当てられた第１の周波数帯を二次利用する第２の通信サービス
のための無線信号を送受信させることと、
　使用可能な周波数帯及び出力強度の情報をサーバ装置から取得することと、
　取得された情報に基づいて決定した、使用する周波数帯及び該周波数帯の出力強度の情
報を前記サーバ装置へ登録することと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
【符号の説明】
【０１２３】
１０　　　　　：放送局
１１　　　　　：サービスエリア
１００　　　　：ＷＳＤ
２００　　　　：ＤＴＶ受信機
３００　　　　：管理サーバ
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